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◎
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
又
は
検
査
」
を
「
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
の
見
出
し
中
「
個
人
の
事
業
税
等
に
係
る
」
を
「
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
者
に
払
い

込
む
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
中
「
個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及

び
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
」
を
削
り

「
徴
収
金
は
」
の
下
に
「
、
次
に
掲
げ
る
税
目
に
係
る
も

、

の
で
あ
つ
て
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税

二

不
動
産
取
得
税

三

自
動
車
税
の
種
別
割

第
十
四
条
の
表
五
の
項
中
「
第
六
条
の
八
第
五
項
」
を
「
第
六
条
の
七
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
八

の
項
中
「
第
六
条
の
八
第
二
項
」
を
「
第
六
条
の
七
第
二
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

又
は
検
査

検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求

(裏)

，

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
一

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
税
条
例
施

行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
徴
税
吏
員
証
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
税

条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
徴
税
吏
員
証
と
み
な
す
。

令和５年７月７日　岡山県公報　号外


